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◇ 県民活動支援拠点とは、県民活動を支援することを主たる業務の一つとしている拠点施設（公設、

民設を問わない）をいいます。情報収集・提供機能、相談・仲介機能、交流・連携機能、利用者用

スペースや機器の設置等、主として県民が直接利用できる機能を有しています。
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町における取組」に掲載しています。


